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地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準単価の一部改定について 

 

 

 

標記については、「地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準事業例及び標準

単価の設定について」（平成 29 年１月 27 日医政地発 0127 第１号厚生労働省医政局地

域医療計画課長通知）をもって通知したところですが、今般、同通知の別紙２「地域

医療介護総合確保基金（医療分）の標準単価」の一部を別紙「新旧対照表」のとおり

改定することとしたので、通知します。 



 

「地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準事業例及び標準単価の設定について」（平成 29 年１月 27 日医政地発 0127 第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）別紙新旧対照表 

新 旧 

（別紙２） 

地域医療介護総合確保基金（医療分）の標準単価 

 

（別紙２） 

地域医療介護総合確保基金（医療分）の標準単価 

 

看護師等養成所運営事業
（保健師養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　9,070千円
　　イ　総定員が20人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員20人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,061千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536千円
　　エ　生徒数に１人当たり 13千円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
〈１年間で教育を行うもの〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　9,070千円
　　イ　総定員が20人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員20人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,061千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536千円
　　エ　生徒数に１人当たり 142千円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円
　　ウ　助産師学生実践能力向上事業実施施設
　　　　　１か所当たり　　4,510千円

〈２年間で教育を行うもの〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　4,535千円
　　イ　総定員が20人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員20人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,030千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　268千円
　　エ　生徒数に１人当たり 142千円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円
　　ウ　助産師学生実践能力向上事業実施施設
　　　　　１か所当たり　　4,510千円

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
〈全日制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 17,751千円
　　イ　統合カリキュラム実施施設　　7,419千円
　　ウ　総定員が120人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,061千円
　　エ　事務職員分として１か所当たり　536千円
　　オ　生徒数に１人当たり 16千円 を乗じて得た額
　　カ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,087千円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

〈全日制であって４年間で教育を行うもの及び定時制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 13,313千円
　　イ　総定員が120人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,546千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　402千円
　　エ　生徒数に１人当たり 16千円 を乗じて得た額
　　カ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,087千円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

看護師等養成所運営事業
（助産師養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

事業区分 対象経費 標準単価

看護師等養成所運営事業
（看護師（３年課程）養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

看護師等養成所運営事業
（保健師養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　8,284,000円
　　イ　総定員が20人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員20人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,842,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 12,800円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
〈１年間で教育を行うもの〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　8,284,000円
　　イ　総定員が20人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員20人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,842,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 141,800円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円
　　ウ　助産師学生実践能力向上事業実施施設
　　　　　１か所当たり　　4,510,000円

〈２年間で教育を行うもの〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　4,142,000円
　　イ　総定員が20人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員20人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　921,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　268,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 141,800円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円
　　ウ　助産師学生実践能力向上事業実施施設
　　　　　１か所当たり　　4,510,000円

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
〈全日制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 16,178,000円
　　イ　統合カリキュラム実施施設　　6,633,000円
　　ウ　総定員が120人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,842,000円
　　エ　事務職員分として１か所当たり　536,000円
　　オ　生徒数に１人当たり 15,500円 を乗じて得た額
　　カ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,087,000円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

〈全日制であって４年間で教育を行うもの及び定時制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 12,134,000円
　　イ　総定員が120人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,381,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　402,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 15,500円 を乗じて得た額
　　カ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,087,000円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

標準単価事業区分 対象経費

看護師等養成所運営事業
（助産師養成所運営事業）

看護師等養成所運営事業
（看護師（３年課程）養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等
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基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
〈全日制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 15,265千円
　　イ　総定員が80人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,061千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536千円
　　エ　生徒数に１人当たり 18千円 を乗じて得た額
　　オ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,004千円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

〈定時制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 11,449千円
　　イ　総定員が120人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,546千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　402千円
　　エ　生徒数に１人当たり 18千円 を乗じて得た額
　　オ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,004千円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

〈通信制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 17,950千円
　　イ　総定員が500人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員100人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,061千円
　　ウ　総定員が500人を超える養成所において
　　　　添削指導員分として定員100人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,835千円
　　エ　事務職員分として１か所当たり　536千円
　　オ　生徒数に１人当たり 4千円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

看護師等養成所運営事業
（准看護師養成所運営事業)

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　8,866千円
　　イ　総定員が80人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,061千円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536千円
　　エ　生徒数に１人当たり 13千円 を乗じて得た額
　　オ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　973千円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340千円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147千円

看護師等養成所運営事業
(看護師養成所３年課程導入促進事業)

専任教員給与費、事務職員給与費　等 専任教員等配置経費１か所当たり　9,326千円

看護師等養成所運営事業
(助産師養成所開校促進事業)

専任教員給与費　等 専任教員配置経費１か所当たり　3,710千円

看護師等養成所運営事業
(看護師養成所修業年限延長促進事業)

専任教員給与費　等 専任教員配置経費１か所当たり　3,710千円

病院内保育所運営事業
病院内保育所の運営に必要な給与費、委託料（給
与費に該当するもの）

（基本額－保育料収入相当額）×負担能力指数による調整率
　基本額
　　1（2、4、6）人×237,400円×運営月数
（加算額）
　24時間保育　 30,750円×運営日数
　病児等保育　278,340円×運営月数
　緊急一時保育 27,210円×運営日数
　児童保育加算 14,760円×運営日数
　休日保育加算 15,270円×運営日数

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施
設整備事業

医療機関の施設整備費用(新築、増改築） １㎡当たり 484千円

看護師等養成所運営事業
（看護師（２年課程）養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
〈全日制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 13,889,000円
　　イ　総定員が80人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,842,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 17,600円 を乗じて得た額
　　オ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,004,000円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

〈定時制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 10,417,000円
　　イ　総定員が120人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,381,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　402,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 17,600円 を乗じて得た額
　　オ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,004,000円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

〈通信制〉
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　 17,081,000円
　　イ　総定員が500人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員100人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,842,000円
　　ウ　総定員が500人を超える養成所において
　　　　添削指導員分として定員100人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,595,000円
　　エ　事務職員分として１か所当たり　536,000円
　　オ　生徒数に１人当たり 3,500円 を乗じて得た額
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

看護師等養成所運営事業
（准看護師養成所運営事業)

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等

基準額Ａ及び基準額Ｂの合計額
（１）基準額Ａ
　　ア　養成所１か所当たり　　　　　8,080,000円
　　イ　総定員が80人を超える養成所において
　　　　専任教員分として定員30人増すごとに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,842,000円
　　ウ　事務職員分として１か所当たり　536,000円
　　エ　生徒数に１人当たり 13,100円 を乗じて得た額
　　オ　へき地等の地域における養成所に対する
　　　　重点的支援事業実施施設１か所当たり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　973,000円
（２）基準額Ｂ
　　ア　新任看護教員研修事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　340,000円
　　イ　看護教員養成講習会参加促進事業実施施設
　　　　　受講者１人当たり　147,000円

看護師等養成所運営事業
(看護師養成所３年課程導入促進事業)

専任教員給与費、事務職員給与費　等 専任教員等配置経費１か所当たり　8,408,000円

看護師等養成所運営事業
(助産師養成所開校促進事業)

専任教員給与費　等 専任教員配置経費１か所当たり　3,316,000円

看護師等養成所運営事業
(看護師養成所修業年限延長促進事業)

専任教員給与費　等 専任教員配置経費１か所当たり　3,316,000円

病院内保育所運営事業
病院内保育所の運営に必要な給与費、委託料（給
与費に該当するもの）

（基本額－保育料収入相当額）×負担能力指数による調整率
　基本額
　　1（2、4、6）人×180,800円×運営月数
（加算額）
　24時間保育　 23,410円×運営日数
　病児等保育　187,560円×運営月数
　緊急一時保育 20,720円×運営日数
　児童保育加算 10,670円×運営日数
　休日保育加算　11,630円×運営日数

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施
設整備事業

医療機関の施設整備費用(新築、増改築） １㎡当たり 360千円

看護師等養成所運営事業
（看護師（２年課程）養成所運営事業）

専任教員給与費、添削指導員給与費、部外講師謝
金、専任事務職員給与費、実習施設謝金　等


